
 1 / 2 

 

 
 

第

回 

 

パ
レ
ス
チ
ナ
の
国
連
加
盟
申
請 

 
 

 
 
 

※
２
０
２
４
年
５
月
の
毎
日
新
聞
記
事
を
元
に
し
た
文
章
で
す
。 

校
閲
し
、
直
す
べ
き
と
こ
ろ
を
指
摘
し
て
く
だ
さ
い
。 

  

 

国
連
総
会
（
１
９
３
カ
国
）
は
５
月

日
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
国
連
加
盟
を
支

持
し
、
加
盟
勧
告
を
求
め
る
決
議
案
を

否
決
し
た
安
全
保
障
理
事
会
に
再
検
討

を
求
め
る
決
議
案
を
賛
成
多
数
で
採
択

し
た
。
投
票
し
た
加
盟
国
の
う
ち
日
本

を
含
む
１
４
３
カ
国
が
賛
成
、
米
国
や

イ
ス
ラ
エ
ル
な
ど
８
カ
国
が
反
対
、

カ
国
が
棄
権
し
た
。
国
際
社
会
の
総
意

が
示
さ
れ
た
形
だ
が
、
正
式
加
盟
に
は

安
保
理
に
よ
る
勧
告
が
必
要
だ
。
常
任

理
事
国
の
米
国
の
反
対
が
続
く
限
り
、

見
通
し
は
た
た
な
い
。 

 

安
保
理
で
は
４
月
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の

加
盟
勧
告
を
求
め
る
決
議
案
が
採
決
に

か
け
ら
れ
た
が
、
ロ
シ
ア
が
拒
否
権
を

行
使
し
て
否
決
さ
れ
た
。 

 

総
会
の
決
議
案
は
ア
ラ
ブ
諸
国
を
代

表
し
て
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
が
提
出
し

た
。
パ
レ
ス
チ
ナ
は
国
連
憲
章
に
基
づ

く
国
家
と
し
て
の
加
盟
資
格
を
有
し
、

国
連
加
盟
が
認
め
る
べ
き
だ
と
明
記
。

パ
レ
ス
チ
ナ
国
家
の
樹
立
を
前
提
と
す

る
「
２
国
家
解
決
」
へ
の
揺
る
ぎ
な
い

指
示
を
確
認
し
た
。
米
国
の
拒
否
権
行

使
で
安
保
理
の
勧
告
が
妨
げ
ら
れ
た
こ

と
に
「
深
い
遺
憾
と
懸
念
」
も
示
し
た
。 

 

 

ま
た
決
議
の
付
属
文
書
で
は
、
パ
レ

ス
チ
ナ
が
国
連
総
会
で
中
東
問
題
で
も

発
言
す
る
こ
と
を
認
め
る
な
ど
「
特
権
」

も
認
め
た
。
た
だ
し
、
「
例
外
的
に
」

と
強
調
さ
れ
て
お
り
、
外
向
筋
は
「
台

湾
の
加
盟
問
題
を
抱
え
る
中
国
な
ど
へ

の
配
慮
だ
」
と
み
る
。 

 

米
国
の
ウ
ッ
ド
国
連
次
席
大
使
は
投

票
後
の
説
明
で
「
２
国
家
解
決
」
へ
の

支
持
を
強
調
し
つ
つ
、
国
連
の
場
で
は 

な
く
「
当
事
者
間
の
直
接
交
渉
を
通
じ 
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て
達
成
さ
れ
る
べ
き
だ
」
と
す
る
従
来

か
ら
の
主
張
を
繰
り
返
し
た
。
米
国
連

代
表
部
は
「
安
保
理
で
再
検
討
し
て
も
、

同
じ
結
果
が
予
想
さ
れ
る
」
と
し
て
お

り
、
拒
否
権
の
再
公
使
を
示
唆
し
て
い

る
。  

 

欧
州
諸
国
は
対
応
が
割
れ
、
英
国
や

ド
イ
ツ
な
ど
は
米
国
と
同
様
の
理
由
で

棄
権
す
る
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
や
ス
ペ
イ

ン
な
ど
は
賛
成
に
回
っ
た
。
日
本
の
志

野
光
子
・
国
連
次
席
大
使
は
「
イ
ス
ラ

エ
ル
と
パ
レ
ス
チ
ナ
は
共
に
、
平
和
的

か
つ
独
立
し
た
国
家
と
て
存
在
す
る
権

利
が
あ
る
」
と
賛
成
理
由
を
語
っ
た
。

米
国
の
同
盟
国
で
あ
る
韓
国
や
豪
州
も

賛
成
し
た
。  

 

パ
レ
ス
チ
ナ
は
２
０
１
１
年
９
月
に

正
式
加
盟
を
申
請
。
当
時
も
米
国
の
反

対
に
よ
り
安
保
理
で
の
審
議
は
棚
上
げ

に
さ
れ
、
代
替
策
と
し
て

年
の
国
連

総
会
で
「
オ
ブ
サ
ー
バ
ー
国
家
」
に
格

上
げ
さ
れ
た
。
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
ガ

ザ
地
区
で
の
戦
闘
に
よ
る
人
道
危
機
が 

深
刻
化
す
る
中
、

年
４
月
に
加
盟
の 

 

 

再
検
討
を
要
請
し
た
。 

 
 


